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(57)【要約】
【課題】施工性に優れるリフォーム用の開口部装置を提
供する。
【解決手段】建物開口部に沿って具備された既設の枠体
１００の内側に配置される開口部装置１であって、下横
枠１６、上横枠２５、及び左右の縦枠１７、１８、２０
、２１を有して、該下横枠、上横枠、及び左右の縦枠が
組み合わされて矩形の枠体（１０）を形成しており、枠
体の内側には障子５０、６０が配置され、枠体の対向す
る枠部材である下横枠と上横枠、又は左右の縦枠の少な
くとも一組において、下横枠と上横枠、又は左右の縦枠
のそれぞれが分割可能とされていることを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物開口部に沿って具備された既設の枠体の内側に配置される開口部装置であって、
　下横枠、上横枠、及び左右の縦枠を有して、該下横枠、上横枠、及び左右の縦枠が組み
合わされて矩形の枠体を形成しており、
前記枠体の内側には障子が配置され、
　前記枠体の対向する枠部材である下横枠と上横枠、又は左右の縦枠の少なくとも一組に
おいて、前記下横枠と上横枠、又は左右の縦枠のそれぞれが、長手方向に並列される複数
の枠部材により形成されて分割可能であることを特徴とする開口部装置。
【請求項２】
　建物開口部に沿って具備された既設の枠体の内側に配置される開口部装置であって、
　下横枠と、
前記下横枠の両端のそれぞれに一端が接続された一対の第一縦枠と、
前記一対の第一縦枠の他端に一端が直接、又は他の部材を介して突き合わせられる一対の
第二縦枠と、
前記一対の第二縦枠の他端間を渡すように設けられる上横枠と、
を備え、
　前記下横枠、一対の第一縦枠、一対の第二縦枠、及び上横枠により矩形状の枠体が形成
され、該枠体内に障子が配置されることを特徴とする開口部装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の開口部装置を建物に施工する方法であって、
　前記下横枠と前記一対の第一縦枠とを予め一体に組み合わせて下枠とし、
前記下枠を前記既設の枠体に取り付ける工程と、
前記上横枠を前記既設の枠体に取り付ける工程と、
前記一対の第二縦枠を前記一対の第一縦枠と前記上横枠とを渡すように前記既設の枠体に
取り付ける工程と、を含む
開口部装置の施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リフォームのときに建物の開口部に備えられるリフォーム用の開口部装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、リフォームにより建物の機能や外観の向上をはかるという需要が増し、建物のリ
フォームに対する様々な要望が顕在化してきた。リフォームにおいては建物の各部が改造
されて機能、外観の向上が図られるが、その対象のうちの１つにサッシ窓等の開口部装置
を挙げることができる。開口部装置は建物外観に影響を与え、また断熱や防音の観点から
も重要な構成要素の１つであるから、リフォームの際に変更される場合が多い。
【０００３】
　開口部装置のリフォームの方法、及びリフォーム用の開口部装置として例えば特許文献
１に記載のように、既存のサッシ枠に下地材を取り付け、ここにリフォーム開口部装置を
取り付けることがある。これにより比較的容易に開口部装置のリフォームをすることが可
能となる。
【特許文献１】特開２００２－３７１７５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載のようなリフォーム開口部装置では、当該特許文献１
に記載されているように、リフォーム用の開口部装置のサッシ枠を予め枠状としておき、
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これを下地材が取り付けられた既存枠の内側に設置するという手順を必要としていた。こ
れによれば、例えば開口部に面格子や柵等が備えられていた場合、リフォーム用の開口部
装置を取り付けるために多くの手順を必要とすることがあった。
【０００５】
　また、その他にもリフォーム用の開口部装置に関し、より施工性に優れたものを提供し
、実際のリフォームの作業をしている場所における作業の負担を軽減したいという課題が
あった。
【０００６】
　そこで本発明は、これらの問題点に鑑み、施工性に優れるリフォーム用の開口部装置を
提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以下、本発明について説明する。なお、本発明の理解を容易にするために添付図面の参
照符号を括弧書きにて付記するが、それにより本発明が図示の形態に限定されるものでは
ない。
【０００８】
　請求項１に記載の発明は、建物開口部に沿って具備された既設の枠体（１００）の内側
に配置される開口部装置（１）であって、下横枠（１６）、上横枠（２５）、及び左右の
縦枠（１７、１８、２０、２１）を有して、該下横枠、上横枠、及び左右の縦枠が組み合
わされて矩形の枠体（１０）を形成しており、枠体の内側には障子（５０、６０）が配置
され、枠体の対向する枠部材である下横枠と上横枠、又は左右の縦枠の少なくとも一組に
おいて、下横枠と上横枠、又は左右の縦枠のそれぞれが、長手方向に並列される複数の枠
部材により形成されて分割可能であることを特徴とする開口部装置を提供することにより
前記課題を解決する。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、建物開口部に沿って具備された既設の枠体（１００）の内側
に配置される開口部装置（１）であって、下横枠（１６）と、下横枠の両端のそれぞれに
一端が接続された一対の第一縦枠（１７、１８）と、一対の第一縦枠の他端に一端が直接
、又は他の部材（３０、３１）を介して突き合わせられる一対の第二縦枠（２０、２１）
と、一対の第二縦枠の他端間を渡すように設けられる上横枠（２５）と、を備え、下横枠
、一対の第一縦枠、一対の第二縦枠、及び上横枠により矩形状の枠体（１０）が形成され
、該枠体内に障子（５０、６０）が配置されることを特徴とする開口部装置を提供するこ
とにより前記課題を解決する。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の開口部装置（１）を建物に施工する方法で
あって、下横枠（１６）と一対の第一縦枠（１７、１８）とを予め一体に組み合わせて下
枠（１５）とし、下枠を既設の枠体（１００）に取り付ける工程と、上横枠（２５）を既
設の枠体に取り付ける工程と、一対の第二縦枠（２０、２１）を一対の第一縦枠と上横枠
とを渡すように既設の枠体に取り付ける工程と、を含む開口部装置の施工方法を提供する
ことにより前記課題を解決する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の開口部装置によれば、当該開口部装置の枠体を既設の枠体に取り付けるに際し
、施工性に優れたものとすることができる。
【００１２】
　本発明のこのような作用及び利得は、次に説明する発明を実施するための最良の形態か
ら明らかにされる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下本発明を図面に示す実施形態に基づき説明する。ただし、本発明はこれら実施形態
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に限定されるものではない。
【００１４】
　図１は１つの実施形態にかかるリフォーム用の開口部装置１（以下、単に「開口部装置
１」と記載することがある。）の室内視正面図である。また、図２は開口部装置１を分解
して模式的に示した図である。開口部装置１は、下横枠取付材１１、下枠１５、第二縦枠
２０、２１、上横枠２５、パッキン３０、３１、連結部材３５、３６、連結板４０、４１
、位置決め部材４５、４６、縦枠取付部材４８、４９、内障子５０、及び外障子６０を備
えている。以下各部材について説明する。
【００１５】
　下横枠取付材１１は、長尺である棒状の部材である。図３に長手方向に直交する方向の
断面を示した。下横枠取付材１１は図３に示した断面を概ね維持して紙面奥／手前方向に
延在している。
【００１６】
　下横枠取付材１１は、図３に表れる断面において片１１ａを有し、該片１１ａの一端か
ら、片１１ａに直交するように片１１ｂが設けられている。さらに、片１１ｂの端部のう
ち片１１ａが備えられる側とは反対側の端部からは、片１１ａから離れる方向に向けて片
１１ｃが備えられている。また、片１１ｃの端部のうち片１１ｂが備えられる側とは反対
側の端部からは片１１ｃに対して斜めに延在する片１１ｄが具備されている。また、片１
１ｄの端部のうち片１１ｃが備えられる側とは反対側の端部からは、片１１ｃから離れる
方向に片１１ｅが延在している。
【００１７】
　下横枠取付材１１の上記断面形状は、既存下横枠の形状に合うように形成されている。
本実施形態では後述するような既存下横枠１０１（図１６等参照）に取り付けられるため
、このような下横枠取付材１１とされたが、下横枠取付材の断面形状は既存下横枠の形状
によって適宜変更することができる。
【００１８】
　下枠１５は、長尺である棒状の部材である下横枠１６と、該下横枠１６の両端のそれぞ
れから該下横枠１６の長手方向に直交して延在する短い棒状の部材である第一縦枠１７、
１８とを備えている。図４（ａ）には下横枠１６の長手方向に直交する方向の断面を示し
た。また、図４（ｂ）には第一縦枠１７の長手方向に直交する方向の断面を示した。下横
枠１６、及び第一縦枠１７は図４（ａ）、図４（ｂ）に示した断面を概ね維持して紙面奥
／手前方向に延在している。第一縦枠１８は、第一縦枠１７に対して対象である形状を備
えているので、ここでは説明を省略する。
【００１９】
　下横枠１６は図４（ａ）からわかるように、片１６ａを備え、該片１６ａの一方の面か
らは片１６ｃ、片１６ｄ、片１６ｅが立設している。片１６ｅの面のうち、片１６ａが備
えられない側の面からは片１６ｂが延在し、その先端には、片１６ｅに略平行な片１６ｆ
が設けられている。
【００２０】
　一方、片１６ａの面のうち、片１６ｃ、片１６ｄが備えられる側とは反対側の面からは
片１６ｇが立設されている。片１６ｇは片１６ｃと片１６ｄとの間に相当する位置から片
１６ｃ側に傾斜して設けられている。また、片１６ｇの端部のうち片１６ａが配置される
側とは反対側の端部には、クランク状である片１６ｈが設けられている。片１６ｈはクラ
ンク状である中央の片が片１６ｇに取り付けられるとともに、そのうちの１つの片である
片１６ｊが片１６ｇから離れる方向に延在している。
【００２１】
　第一縦枠１７は、図４（ｂ）からわかるように、片１７ａを備えている。片１７ａの一
方の面からは所定の位置に片１７ｂ、１７ｃ、１７ｄ、１７ｅが立設している。このうち
片１７ｂは片１７ａの一方の端部から立設している。一方、片１７ａの他方の面からは所
定の位置に片１７ｆ、１７ｇ、１７ｊ、１７ｋが立設している。このうち片１７ｋは片１
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７ａの他方の端部から立設している。また、片１７ｆと片１７ｇとの間にはシール部材１
７ｍが挿入されている。
【００２２】
　ここで、片１７ｇの一方の面からは片１７ｊ側に向けて片１７ｈが設けられている。こ
れにより片１７ａ、片１７ｇ、及び片１７ｈにより囲まれたコ字状部Ａが形成される。一
方、片１７ｊの先端は、片１７ｇ側に向けて曲げられており、片１７ａと片１７ｊとによ
りコ字状部Ｂが形成されている。従って互いに開口部分が対向する２つのコ字状部Ａ、Ｂ
が設けられる。
【００２３】
　このように下枠１５は、下横枠１６と第一縦枠１７、１８とによりコ字状に形成されて
いる。第一縦枠１７、１８の長手方向の長さは、後述する第二縦枠２０、２１と組み合わ
せて開口部装置１の縦枠全長が形成されるものであればよい。ただし、第一縦枠１７、１
８の長さが長すぎると、下枠１５を既存枠に取り付けるときに困難が生じやすいので、上
記縦枠部分全長に対して半分以下であることが好ましい。さらに好ましくは１／３以下で
ある。
【００２４】
　また、ここで用いられるシール部材１７ｍは、図５（ａ）に示した断面を有している。
すなわち、略矩形状である断面を有する本体１７ｎの一辺側の略中央に台形状の凹部１７
ｐを有している。さらに、該凹部１７ｐが設けられた辺とは反対側の辺の両端部に切り欠
き１７ｑ、１７ｑが具備されている。図５（ｂ）には変形例のシール部材１７ｍ’を示し
た。シール部材１７ｍ’ではシール部材１７ｍの台形状の凹部１７ｐの代わりに、半円状
の凹部１７ｐ’が設けられたものである。このようなシール部材１７ｍ’が用いられても
良い。
【００２５】
　第二縦枠２０、２１は、長尺である棒状の部材である。図６には第二縦枠２０の長手方
向に直交する方向の断面を示した。第二縦枠２０は図６に示した断面を概ね維持して紙面
奥／手前方向に延在している。第二縦枠２１は、第二縦枠２０に対して対象である形状を
備えているので、ここでは説明を省略する。
【００２６】
　第二縦枠２０は、第一縦枠１７と同じ断面を有している。詳しくは、図６からわかるよ
うに、片２０ａを備えている。片２０ａの一方の面からは所定の位置に片２０ｂ、２０ｃ
、２０ｄ、２０ｅが立設している。このうち片２０ｂは片２０ａの一方の端部から立設し
ている。一方、片２０ａの他方の面からは所定の位置に片２０ｆ、２０ｇ、２０ｊ、２０
ｋが立設している。このうち片２０ｋは片２０ａの他方の端部から立設している。また、
片２０ｆと片２０ｇとの間にはシール部材２０ｍが挿入されている。シール部材２０ｍは
上記したシール部材１７ｍと同じ断面形状の用いることができる。
【００２７】
　ここで、片２０ｇの一方の面からは片２０ｊ側に向けて片２０ｈが設けられている。こ
れにより片２０ａ、片２０ｇ、及び片２０ｈにより囲まれたコ字状部Ｃが形成される。一
方、片２０ｊの先端は、片２０ｇ側に向けて曲げられており、片２０ａと片２０ｊとによ
りコ字状部Ｄが形成されている。従って互いに開口部分が対向する２つのコ字状部Ｃ、Ｄ
が設けられる。
【００２８】
　上横枠２５は、長尺である棒状の部材である。図７には上横枠２５の長手方向に直交す
る方向の断面を示した。上横枠２５は図７に示した断面を概ね維持して紙面奥／手前方向
に延在している。
【００２９】
　上横枠２５は図７からわかるように、略平行に並列する４つの片２５ａ、片２５ｂ、片
２５ｃ、及び片２５ｄを備えている。片２５ａと片２５ｂとは、矩形枠状に形成された矩
形片２５ｅを介してその一端側同士が連結されている。また、片２５ｂと片２５ｃとは、
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矩形枠状に形成された矩形片２５ｆを介してその一端側同士が連結されている。さらに片
２５ｃと片２５ｄとは、片２５ｇによりその一端側同士が連結されている。片２５ｄの面
のうち、片２５ｇが備えられない側からは片２５ｈが立設され、さらにその先端は、片２
５ｄと略平行であるとともに、該片２５ｄからは離れる方向に延在する片２５ｊが設けら
れている。
【００３０】
　矩形片２５ｅと矩形片２５ｆとの間には間隙が設けられており、ここにはシール部材２
５ｋが配置されている。シール部材２５ｋは上記したシール部材１７ｍと同じ断面形状の
用いることができる。ただし、後述するように開口部装置１の開口部への施工において、
下枠１５と上横枠２５との間を渡すように第二縦枠２０、２１を取り付けるため、第二縦
枠２０、２１の取り付けの際に、上横枠２５を上方に抑えつけつつ施工することがある。
このときには、シール部材２５ｋはシール部材１７ｍと概ね同じ断面形状を有しつつも、
該シール部材１７ｍよりも厚く形成されることが好ましい。
【００３１】
　パッキン３０、３１は、後述するように第一縦枠１７、１８と第二縦枠２０、２１との
端部同士が付き合わされて配置される際に、当該端部の間に挟まれるように具備される部
材である。従って、パッキン３０、３１は、第一縦枠１７、１８、及び第二縦枠２０、２
１の断面形状に対応した形状を有する厚さの薄い部材である。図８（ａ）には、パッキン
３０斜視図（異なる視点から見た２つの斜視図）を示し、図８（ｂ）には平面図を示した
。パッキン３１は、パッキン３０と対称である形状を有しているので、説明を省略する。
【００３２】
　パッキン３０は、矩形断面を有する細長の棒状である基部３０ａを有し、基部３０ａの
一つの面から短い細長の部材３０ｂ、３０ｃ、３０ｄ、３０ｅが所定の位置から立設して
いる。一方、基部３０ａの他の面には、部材３０ｆ、３０ｇが設けられている。部材３０
ｆ、３０ｇには、開口部が互いに対向するような溝Ｅ、Ｆが設けられている。また、基部
３０ａの部材３０ｆ、３０ｇが設けられた面には部材３０ｈが設けられている。
【００３３】
　さらに基部３０ａ、部材３０ｂ、部材３０ｅ、及び部材３０ｈの一部には、これを縁取
るように厚さが大きく形成された縁取り３０ｊ、３０ｋ、３０ｍ、３０ｎが設けられてい
る。
【００３４】
　また、基部３０ａの面のうち、部材３０ｂ、３０ｃ、３０ｄ、３０ｅ、及び部材３０ｆ
、３０ｇが配置されない対向する２つの面には、薄いシート状のシーラー３０ｐ、３０ｑ
が基部３０ａに沿って貼付されている。シーラー３０ｐ、３０ｑの長手方向の長さは部材
３０ｆから部材３０ｇの距離に相当する長さである。
【００３５】
　連結部材３５、３６は第一縦枠１７、１８と第二縦枠２０、２１とを連結する部材であ
る。図９（ａ）には連結部材３５の斜視図（視点が異なる２つの斜視図）を示し、図９（
ｂ）には図９（ａ）に矢印IXから連結部材３５を見た図を示した。連結部材３６は、連結
部材３５と対称の形状を有しているのでここでは説明を省略する。
【００３６】
　連結部材３５は、板状である板材３５ａ、３５ｂ、３５ｃ、３５ｄ、３５ｅを有して形
成されている。詳しくは、板材３５ｂ、３５ｃ、３５ｄがコ字状となるように組み合わさ
れ、板材３５ｂ、３５ｄの端部のそれぞれから該板材３５ｂ、３５ｄに直交するように板
材３５ａ、３５ｅが具備されている。さらに板材３５ａ、３５ｅの端面のうち板材３５ｂ
、３５ｄが配置されている端部に対向する端面には略円筒状である挿入部材３５ｆ、３５
ｇが取り付けられている。挿入部材３５ｆ、３５ｇは、板材３５ａ、３５ｇに沿って設け
られているが、その長さは板材３５ａ、３５ｅの略半分である。また、板材３５ａ、３５
ｅにはその板厚を貫通する孔３５ｈ、３５ｊ、３５ｋ、３５ｍが具備されている。
【００３７】
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　連結板４０、４１は、板状の部材である。図１０（ａ）には連結板４０の平面図を示し
、図１０（ｂ）には連結板４０の正面図を示した。連結板４１は連結板４０と対称である
形状を有しているので説明を省略する。
【００３８】
　連結板４０は、ベースとなる基板４０ａにシーラー４０ｔが積層された２層で構成され
る部材である。基板４０ａのうちシーラー４０ｔが積層されていない面には、部材４０ｃ
、４０ｂ、４０ｄが立設されている。また、部材４０ｃと部材４０ｂとの間にはシール部
材４０ｓが配置されている。シール部材４０ｓは上記したシール部材１７ｍと同じ断面形
状のものを用いることができる。
【００３９】
　また、連結板４０にはその厚さ方向に貫通する孔４０ｋ、４０ｍ、４０ｎ、４０ｐが設
けられている。また、組み合わせられる上横枠２５及び第二縦枠２０の形状に対応するた
めの切り欠き４０ｅ、４０ｆ、４０ｇ、４０ｈ、４０ｊも設けられている。
【００４０】
　位置決め部材４５、４６は、第二縦枠２０、２１の位置決めをするために第二縦枠２０
、２１に取り付けられる部材である。図１１（ａ）には位置決め部材４５の斜視図を示し
、図１１（ｂ）には図１１（ａ）に矢印XIから位置決め部材４５を見た図を示した。位置
決め部材４６は、位置決め部材４５と対称の形状を有しているのでここでは説明を省略す
る。
【００４１】
　位置決め部材４５は、板状である板材４５ａ、４５ｂ、４５ｃ、４５ｄ、４５ｅを有し
て形成されている。詳しくは、板材４５ｂ、４５ｃ、４５ｄがコ字状となるように組み合
わされ、板材４５ｂ、４５ｄの端部のそれぞれから該板材４５ｂ、４５ｄに直交するよう
に板材４５ａ、４５ｅが具備されている。さらに板材４５ａ、４５ｅの端面のうち板材４
５ｂ、４５ｄが配置されている端部に対向する端面には略円筒状である挿入部材４５ｆ、
４５ｇが取り付けられている。挿入部材４５ｆ、４５ｇは、板材４５ａ、４５ｅに沿って
その全長に亘って設けられている。
【００４２】
　また、板材４５ｃにはその板厚を貫通するネジ孔が設けられ、ここにネジ４５ｔが螺合
されている。そしてネジ４５ｔの端部には接触子４５ｓが取り付けられている。従ってネ
ジ４５ｔを回転させることにより、該ネジ４５ｔ及び接触子４５ｓを板材４５ｃの厚さ方
向に移動させることができる。
【００４３】
　縦枠取付部材４８、４９は、第二縦枠２０、２１を既存縦枠１０３、１０４（図２０等
を参照）に固定するための部材である。図１２には縦枠取付部材４８の斜視図を示し、図
１２（ｂ）には図１２（ａ）に矢印XIIから縦枠取付部材４８を見た図を示した。縦枠取
付部材４９は、縦枠取付部材４８と対称の形状を有しているのでここでは説明を省略する
。
【００４４】
　縦枠取付部材４８は、板状である板材４８ａ、４８ｂ、４８ｃ、４８ｄ、４８ｅを有し
て形成されている。詳しくは、板材４８ｂ、４８ｃ、４８ｄがコ字状となるように組み合
わされ、板材４８ｂ、４８ｄの端部のそれぞれから該板材４８ｂ、４８ｄに直交するよう
に板材４８ａ、４８ｅが具備されている。さらに板材４８ａ、４８ｅの端面のうち板材４
８ｂ、４８ｄが配置されている端部に対向する端面には略円筒状である挿入部材４８ｆ、
４８ｇが取り付けられている。挿入部材４８ｆ、４８ｇは、板材４８ａ、４８ｅに沿って
その全長に亘って設けられている。また、板材４８ｃにはその板厚を貫通する孔４８ｓが
設けられている。
【００４５】
　内障子５０は、通常の内障子と同様であり、図２からわかるように、ガラスパネル５５
、及び該ガラスパネル５５の縁に沿って設けられる上下框５１、５２、戸先框５３、内召
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し合わせ框５４を備えている。内召し合わせ框５４には、クレセント錠５６が設けられて
いる。
【００４６】
　外障子６０も通常の外障子と同様であり、図２からわかるようにガラスパネル６５、及
び該ガラスパネル６５の縁に沿って設けられる上下框６１、６２、戸先框６３、外召し合
わせ框（図２には表れない。）を備えている。
【００４７】
　以上のような構成部材を備える開口部装置１は、例えば次のように既存枠に取り付けら
れる。以下に取り付けの手順の一例を説明し、これにより合わせて開口部装置１の各構成
要素の関係、及び既存枠に対する取り付け構造を説明する。
【００４８】
　はじめに、図１３に示したように、下枠１５の第一縦枠１７、１８の端部にパッキン３
０、３１、及び連結部材３５、３６を取り付ける。図１４にさらに詳しく当該取り付けの
姿勢を表した。図１４（ａ）は、第一縦枠１７、パッキン３０、及び連結部材３５が組み
合わされた部分に注目した図、図１４（ｂ）は図１４（ａ）の矢印XIVから見た図である
。
【００４９】
　このように、パッキン３０は第一縦枠１７の端部に載置される。上記したようにパッキ
ン３０の形状は第二縦枠１７の断面形状に対応した形状を有しているので、これに基づい
て載置することができる。詳しくは、第一縦枠１７の片１７ａ、１７ｂ、１７ｅ、１７ｋ
が、パッキン３０の基部３０ａ、部材３０ｂ、３００ｅ、３０ｈにそれぞれ対応している
（図４（ｂ）、図８参照）。また、第一縦枠１７のコ字状部Ａ、Ｂとパッキンの溝Ｅ、Ｆ
とが連通する（図４（ｂ）、図８参照）。
【００５０】
　パッキン３０によれば、第一縦枠１７と第二縦枠２０とのシールが乾式であるパッキン
で行われるので、湿式のシール材を使用する必要がなく、耐久性や施工性に優れたものと
なる。
  また、パッキン３０には厚く形成された縁取り３０ｊ、３０ｋ、３０ｍ、３０ｎが設け
られているので、第一縦枠１７とパッキン３０との接触部が室内外に直接露出することが
ない。これにより防水性を向上させることができる。
  さらには、パッキンの基部３０ａのうち、第一縦枠１７、及び第二縦枠２０に接する部
分の一部にはシーラー３０ｐ、３０ｑが具備されている（図８参照）。これにより第一縦
枠１７、及び第二縦枠２０とパッキン３０との密着性を向上させるとともに、第一縦枠１
７、第二縦枠２０とパッキン３０との間に若干の水が入り込んでも、これ以上の水の進行
を防止することができ、防水性を向上させることが可能となる。
【００５１】
　連結部材３５の取り付けは図１４からわかるように、板材３５ａ、３５ｅが第一縦枠１
７、及びパッキン３０に接するとともに、挿入部材３５ｆ、３５ｇは第一縦枠のコ字状部
Ａ、Ｂ、及びパッキン３０の溝Ｅ、Ｆに挿入される。このとき、図１４（ａ）からよくわ
かるように、連結部材３５の略半分は第一縦枠１７側に、残りの略半分は第一縦枠１７か
ら突出させて配置される。連結部材３５の第一縦枠１７側に配置される部位は、連結部材
３５の孔３５ｊ、３５ｍ（図９参照）を通じた固定部材３５ｔ等により固定される。
【００５２】
　次に、図１５（ａ）に示したように上横枠２５の両端に連結板４０、４１を取り付ける
。図１５（ｂ）にさらに詳しく示した。図１５（ｂ）は、図１５（ａ）にXVで示した矢印
の方向から見た図である。図１５（ｂ）では、上横枠２５を破線で示している。このよう
に、連結板４０は、上横枠２５の端部に被せられるように配置され、連結板４０の孔４０
ｋ、４０ｍを通した固定部材４０ｖ、４０ｖにより固定される。このとき連結板４０の略
半分が上横枠２５に被せられ、残りの略半分が上横枠２５から突出するように配置される
。
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【００５３】
　その後、図１６（ａ）に模式的に示したように、既存枠１００の既存下横枠１０１に下
横枠取付材１１を取り付ける。図１６（ｂ）にXVI－XVI断面図を示した。図１６（ｂ）で
は、紙面左が室外側、紙面右が室内側である。これからわかるように、下横枠取付材１１
の片１１ａが室内側に向けられ、建物躯体１１０、及び既存下横枠１０１の上から被せら
れ固定部材１２により固定される。一方、片１１ｅが室外側に向けられ、既存下横枠１０
１の片に固定部材１３により固定される。
【００５４】
　次に、図１７に模式的に示したように、下横枠取付材１１が具備された既存下横枠１０
１、既存縦枠１０３、１０４に下枠１５を取り付ける。図１８（ａ）にXVIIIa－XVIIIa断
面図、図１８（ｂ）にXVIIIb－XVIIIb断面図を示した。図１８（ａ）では、紙面左が室外
側、紙面右が室内側である。また、図１８（ｂ）では、紙面上が室外側、紙面下が室内側
である。
【００５５】
　図１８（ａ）からわかるように、下枠１５の下横枠１６における片１６ｆが室内側に、
立設される片１６ｃ、１６ｄ、１６ｅ、１６ｆが見付方向内側に向けられるように配置さ
れる。そして、片１６ｂと、下横枠取付材１１の片１１ｃとを固定部材１６ｋにより固定
し、片１６ｍと既存下横枠１０１の片とを固定部材１６ｍにより固定する。
【００５６】
　一方、図１８（ｂ）からわかるように、第一縦枠１７は、片１７ｂが室外側、片１７ｆ
が見付方向外側に向けられるように配置される。このとき、シール材１７ｍに既存縦枠１
０３の片の先端が突き当てられる。このように、第一縦枠１７にシール材１７ｍを予め設
けておき、既存縦枠１０３の片の先端を突き当てて設置することにより、差し込むのみで
シールをすることができ、室外側、又は室内側方向からのネジ止めによるシールではない
から施工が容易である。また、乾式のシールが可能であり、湿式のシール材を要しない。
また、シール部材１７ｍは、上記で説明したように凹部１７ｐを備えている（図５（ａ）
参照）ので、ここに既存縦枠１０３の片の先端を挿入することができ、差し込みが容易で
ある。さらには切り欠き１７ｑ、１７ｑを備えているので、シール部材１７ｍの第一縦枠
１７への差し込みも容易となっている。
【００５７】
　さらに既存縦枠１０３の他の片と第一縦枠１７の片１７ｊとが固定部材１７ｎにより固
定される。
【００５８】
　このような下枠１５の構造により、該下枠１５を取り付けることで、自動に縦枠の一部
も取り付けがなされる。従って、予め開口部装置１の枠を枠状に組み上げることなく枠体
を構成する各部材を個々に既存枠に取り付けることが可能となる。これにより施工性を向
上させることができる。
【００５９】
　次に、図１９（ａ）に模式的に示したように、既存上横枠１０２に上横枠２５を取り付
ける。図１９（ｂ）にXIX－XIX断面図を示した。図１９（ｂ）では、紙面左が室外側、紙
面右が室内側である。
【００６０】
　図１９（ｂ）からわかるように、上横枠２５の片２５ｄが室内側に、片２５ａ、２５ｂ
、２５ｃ、２５ｄが見付方向内側に向けられるように配置される。そして、矩形片２５ｆ
と、既存上横枠１０２とが固定部材２７により固定され、また、片２５ｊと既存上横枠１
０２とが、固定部材２８により固定される。このとき、シール材２５ｋに既存上横枠１０
２の片の先端が突き当てられる。このように、上横枠２５にシール材２５ｋを予め設けて
おき、既存上横枠１０２の片の先端を突き当てて設置することにより、差し込むのみでシ
ールをすることができ、室外側、又は室内側方向からのネジ止めによるシールではないか
ら、施工が容易である。また、乾式のシールが可能であり、湿式のシール材を要しない。
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また、シール部材２５ｋは、上記で説明したようにシール部材１７ｍと同様の断面形状を
有しているので、既存上横枠１０２の片の先端の挿入、及びシール部材２５ｋ自体の上横
枠２５への差し込みが容易となっている。
【００６１】
　次に、図２０に模式的に示したように、既存縦枠１０３、１０４に第二縦枠２０、２１
を取り付ける。図２１（ａ）には図２０にXXIaで示した部位の拡大図、図２１（ｂ）には
図２０にXXIbで示した部位の拡大図をそれぞれ示した。また、図２２（ａ）にはXXIIa－X
XIIa断面図、図２２（ｂ）にはXXIIb－XXIIb断面図を示した。図２２（ａ）、図２２（ｂ
）ではいずれも紙面上が室外側、紙面下が室内側である。
【００６２】
　図２１（ａ）からわかるように、第二縦枠２０の一端はパッキン３０に接して配置され
る。これにより第一縦枠１７と第二縦枠２０とがパッキン３０を介して突き当てられて配
置される。また、取付部材３５が第一縦枠１７と第二縦枠２０とを渡して取り付けられ、
両者が連結される。取付部材３５と第二縦枠２０との固定は固定部材３５ｓ等により行わ
れる。
【００６３】
　図２１（ｂ）からわかるように、上横枠２５と第二縦枠２０との連結は連結板４０を介
して行われる。連結板４０は、上記のように既に上横枠２５に取り付けられているので、
ここでは、第二縦枠２０を連結板４０に固定すればよい。第二縦枠２０の連結板４０への
固定は、孔４０ｎ（図１０参照）を通したネジ４０ｗ等により行われる。
【００６４】
　図２２（ａ）、図２２（ｂ）からわかるように、第二縦枠２０は、片２０ｂが室外側、
片２０ｆが見付方向外側に向けられるように配置される。このとき、シール材２０ｍに既
存縦枠１０３の片の先端が突き当てられる。このように、第二縦枠２０にシール材２０ｍ
を予め設けておき、既存縦枠１０３の片の先端を突き当てて設置することにより、差し込
むのみでシールをすることができ、室外側、又は室内側方向からのネジ止めによるシール
ではないから施工が容易である。また、乾式のシールが可能であり、湿式のシール材を要
しない。また、シール部材２０ｍは、上記で説明したようにシール部材１７ｍと同様の断
面形状を有しているので、既存縦枠１０３の片の先端の挿入、及びシール部材２０ｍ自体
の第二縦枠２０への差し込みが容易となっている。
【００６５】
　また、図２２（ａ）は、位置決め部材４５が取り付けられた部位の断面図である。この
ように位置決め部材４５は、第二縦枠２０の見付方向外側に配置される。具体的には、位
置決め部材４５の板材４５ａ、４５ｅが第二縦枠２０に接するとともに、挿入部材４５ｆ
、４５ｇは第二縦枠２０のコ字状部Ｃ、Ｄに挿入される（図６、図１１参照）。位置決め
部材４５は、上記したように、ネジ４５ｔ及び接触子４５ｓが設けられているので、図２
２（ａ）からわかるように、これにより第二縦枠２０と既存縦枠１０３との位置関係を調
整することができる。従来においては大きさの異なるスペーサーを予め準備し、ここに挟
むことにより位置関係を調整していたが、位置決め部材４５によりこれを必要としないの
で、施工を容易なものとすることが可能である。
【００６６】
　また、図２２（ｂ）は、縦枠取付部材４８が取り付けられた部位の断面図である。この
ように縦枠取付部材４８は、第二縦枠２０の見付方向外側に配置される。具体的には、縦
枠取付部材４８の板材４８ａ、４８ｅが第二縦枠２０に接するとともに、挿入部材４８ｆ
、４８ｇは第二縦枠２０のコ字状部Ｃ、Ｄに挿入される（図６、図１２参照）。縦枠取付
部材４８は上記したように、板材４８ｃを貫通する孔４８ｓが設けられているので、図２
２（ｂ）からわかるように、これを通した固定部材４８ｔにより第二縦枠２０を既存縦枠
１０３に固定することできる。
【００６７】
　以上のようにして形成した枠体１０の内側に障子５０、６０をはめ込むことにより開口



(11) JP 2010-84381 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

部装置１の施工が完了する。図２３、図２４には、開口部装置１が取り付けられた部分に
おける建物の垂直断面図（図２３）及び水平断面図（図２４）をそれぞれ示した。図２３
では紙面左が室外側、紙面右が室内側である。また図２４では紙面上が室外側、紙面下が
室内側である。
【００６８】
　内障子５０は、図２３からよくわかるように、上横框５５の内側に上横枠２５の片２５
ｃが挿入される。一方、下横框５１の内側には戸車５７が備えられ、これを下横枠１６の
片１６ｅに載置する。これにより内障子５０が枠体１０内に開閉可能に保持される。
【００６９】
　外障子６０も同様に、図２３からよくわかるように、上横框６５の内側に上横枠２５の
片２５ｂが挿入される。一方、下横框６１の内側には戸車６７が備えられ、これを下横枠
１６の片１６ｃに載置する。これにより外障子６０が枠体１０内に開閉可能に保持される
。
【００７０】
　以上のように、開口部装置１によれば、枠体１０を矩形状に組み上げてから既存枠に取
り付ける必要はなく、各構成部材を順次既存枠に取り付けることできる。これにより、１
つの取り付けに際して必要な部材は小さく抑えることができ、既存の開口部に作業性に影
響する障害物（例えば柵等）があっても容易に開口部装置を取り付けることができる。
【００７１】
　また、枠体の構成部材ごとに交換も可能であり、交換にかかる材料、及び工数を減らす
こともできる。
【００７２】
　上記開口部装置１に、さらに次のような防水部材７０を取り付けてもよい。図２５に防
水部材７０の斜視図を示した。防水部材７０は、平板状である底板７１を有している。底
板の上面は略矩形であり、そのうちの一辺から板状の取付部材
７２が立設している。当該取付部材７２にはその厚さ方向に貫通する孔７２ａが備えられ
ている。
  さらに、底板７１の矩形である上面の他の２辺には該辺に沿って突起７３、７４が設け
られている。
  従って、防水部材７０は、底板７１を底面とする凹状を有しているが、その一辺が開口
している形体である。
【００７３】
　このような防水部材７０は次のように開口部装置１に取り付けられる。図２６に説明図
を示した。図２６は、防水部材７０が取り付けられた開口部装置１の水平断面図のうち、
第一縦枠１８側の部分に注目した図である。
  防水部材７０は、下横枠１６と第一縦枠１８とが連結される部分で、室内側となる部位
に取り付けられる。すなわち底板７１の下面が下横枠に接して配置されるとともに、取付
部材７２の面が既存縦枠又は第一縦枠に接して配置される。そして取付部材７２の孔７２
ａにより当該既存縦枠又は第一縦枠に固定される。従って、底板７１における凹状の開口
部（突起７３、７４が設けられていない辺）は見付方向内側に配置される。
【００７４】
　これにより縦枠を伝わってきた結露水等の水は、底板７１の上面に達し、当該開口部か
ら流出するので、当該水が建物躯体の方向に流れ込むことを防止することができ、かかる
観点で防水性を向上させることができる。
【００７５】
　以上、現時点において最も実践的であり、かつ、好ましいと思われる実施形態に関連し
て本発明を説明したが、本発明は本願明細書中に開示された実施形態に限定されるもので
はなく、請求の範囲及び明細書全体から読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲
で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う開口部装置も本発明の技術的範囲に包含さ
れるものとして理解されなければならない。
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【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】１つの実施形態にかかる開口部装置の室内側正面図である。
【図２】図１に示した開口部装置の分解図を模式的に示した図である。
【図３】下枠取付部材の断面図である。
【図４】図４（ａ）が下横枠の断面図、図４（ｂ）が第一縦枠の断面図である。
【図５】図５（ａ）は本実施形態に用いられるシール部材の断面形状を表した図、図５（
ｂ）はその変形例である。
【図６】第二縦枠の断面図である。
【図７】上横枠の断面図である。
【図８】図８（ａ）がパッキンの斜視図、図８（ｂ）がパッキンの正面図である。
【図９】図９（ａ）が連結部材の斜視図、図９（ｂ）が連結部材の平面図である。
【図１０】図１０（ａ）が連結板の平面図、図１０（ｂ）が連結板の正面図である。
【図１１】図１１（ａ）が位置決め部材の斜視図、図１１（ｂ）が位置決め部材の平面図
である。
【図１２】図１２（ａ）が縦枠取付部材の斜視図、図１１（ｂ）が縦枠取付部材の平面図
である。
【図１３】下枠、パッキン、連結部材の組み立てを説明する図である。
【図１４】図１４（ａ）が下枠、パッキン、連結部材の組み立てを説明する他の図、図１
４（ｂ）がXIVから見た図である。
【図１５】図１５（ａ）が上横枠と連結板との組み立てを説明する図、図１５（ｂ）がXV
から見た図である。
【図１６】図１６（ａ）が下枠取付部材の既存枠への取り付けを説明するための図、及び
図１６（ｂ）がXVI-XVI断面図である。
【図１７】下枠の既存枠への取り付けを説明するための図である。
【図１８】図１８（ａ）が図１７のXVIIIa-XVIIIa断面図、図１８（ｂ）が図１７のXVIII
b-XVIIIb断面図である。
【図１９】図１９（ａ）は上横枠の既存枠への取り付けを説明するための図、図１９（ｂ
）はXIX-XIX断面図である。
【図２０】第二縦枠の既存枠への取り付けを説明するための図である。
【図２１】図２１（ａ）は図２０のXXIaの部分を拡大した図、図２１（ｂ）は図２０のXX
Ibの部分を拡大した図である。
【図２２】図２２（ａ）は図２０のXXIIa-XXIIa断面図、図２２（ｂ）は図２０のXXIIb-X
XIIb断面図である。
【図２３】開口部装置１が取り付けられた建物開口部の部分における垂直断面図である。
【図２４】開口部装置１が取り付けられた建物開口部の部分における水平断面図である。
【図２５】防水部材の斜視図である。
【図２６】防水部材の取り付けを説明するための図である。
【符号の説明】
【００７７】
　１　開口部装置
　１０　枠体
　１５　下枠
　１６　下横枠
　１７　第一縦枠
　１８　第一縦枠
　２０　第二縦枠
　２１　第二縦枠
　２５　上横枠
　３０　パッキン
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　３１　パッキン
　３５　連結部材
　３６　連結部材
　４０　連結板
　４１　連結板
　４５　位置決め部材
　４６　位置決め部材
　４８　縦枠取付部材
　４９　縦枠取付部材
　５０　内障子
　６０　外障子

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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【図１０】 【図１１】



(16) JP 2010-84381 A 2010.4.15
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【図１４】 【図１５】
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【図１８】 【図１９】
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【図２２】 【図２３】
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【図２６】
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